
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 森 誠一

１ 日 時

令和３年１２月７日（火） 午前１１時００分から

午後 ２時４８分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

森誠一、清田哲也、志村学、井上伸史、浦野英樹、玉田輝義、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

衛藤博昭

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、企画振興部長 大塚浩 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１０６号議案から第１０８号議案まで、第１１６号議案のうち本委員会関係部分につ

いて及び第１１７号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定し

た。

（２）陳情３５について、質疑を行った。

（３）次期海外戦略の策定について、ドリームポートおおいたの実現に向けた取組について及

び東アジア文化都市２０２２大分県実行委員会についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）所管事務調査について協議した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

政策調査課政策法務班 主査 甲斐諒子



総務企画委員会次第

日時：令和３年１２月７日（火）１１：００～

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 企画振興部関係 １１：００～１２：２０

（１）付託案件の審査

第１１６号議案 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１１号）

（本委員会関係部分）

（２）付託外案件の審査

陳 情 ３５ 大分県版総合戦略の原点回帰について

（３）諸般の報告

①次期海外戦略の策定について

②ドリームポートおおいたの実現に向けた取組について

③東アジア文化都市２０２２大分県実行委員会について

④ユネスコ創造都市ネットワークへの臼杵市加盟について

⑤東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレーの実施結果について

⑥トリニータのシーズン結果について

⑦県外事務所の移転について

⑧令和２年国勢調査の結果（確報）について

（４）その他

３ 総務部関係 １４：００～１５：１０

（１）第１１６号議案 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１１号）

（本委員会関係部分）

第１１７号議案 令和３年度大分県公債管理特別会計補正予算（第１号）

第１０６号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（農林水産委員会、土木建築委員会及び文教警察委員会へ合い議）

第１０７号議案 当せん金付証票の発売について

第１０８号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

（福祉保健生活環境委員会及び農林水産委員会へ合い議）

（２）その他

４ 協議事項 １５：１０～１５：１５

（１）閉会中の継続調査について

（２）所管事務調査について

（３）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

森委員長 ただいまから、総務企画委員会を開

きます。

本日は、委員外議員として衛藤議員が出席し

ています。

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう、要点を簡潔に

御発言願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案５件及び陳情１件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

企画振興部関係の審査に入ります。

まず、第１１６号議案令和３年度大分県一般

会計補正予算（第１１号）のうち、企画振興部

関係部分について、執行部の説明を求めます。

大塚企画振興部長 それでは、第１１６号議案

令和３年度大分県一般会計補正予算（第１１

号）のうち、企画振興部関係について御説明し

ます。

総務企画委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

左から３列目、補正額（Ｂ）の一番下の合計

欄にあるとおり、今回、５億１，９８３万６千

円の増額をお願いするものです。

左から２列目、既決予算額（Ａ）の一番下、

８０億８，０４９万５千円と合わせると、一番

右下にある補正後予算額（Ａ）＋（Ｂ）は、８

６億３３万１千円となります。

これは、ポストコロナ社会の輸送手段を支え

るバス・タクシー事業者の車両を維持するとと

もに、徹底した感染防止対策と利便性向上対策

を行うものです。

事業の詳細については、担当課長から説明し

ます。

遠藤交通政策課長 資料２ページをお開きくだ

さい。地域公共交通運行継続緊急支援事業５億

１，９８３万６千円です。

バスやタクシーなどの地域公共交通事業者は、

新型コロナウイルス感染症の複数回にわたる拡

大と、そのたびに繰り返される外出自粛や移動

制限等による利用者の急激な減少により、厳し

い経営状況に直面しています。本事業は、今後

の観光復活を前に、バス・タクシー事業者に対

する県独自の支援を行うものです。

１のバス・タクシー車両の維持・確保、４億

８，５４６万１千円についてです。

これは、車両の保有等に要する維持経費を支

援することにより、経営状況の悪化に伴うバス

車両やタクシー車両の減車を防ぐことで、コロ

ナからの回復後においても、コロナ前の運行水

準を維持することを目的としています。

具体的には、感染防止対策を済ませた車両を

対象に、１台当たり、乗合バスは３０万円、貸

切バスは１５万円、タクシーは１０万円をそれ

ぞれ給付するものです。

また、乗務員と利用者をコロナから守るため、

感染防止設備等を整備するための経費を支援す

ることにより、県内のバスやタクシーの安全･

安心を確保し、ひいては大きく減少した公共交

通の利用の回復を図ります。

車両内の飛沫感染防止のための防護スクリー

ンの設置や抗菌コーティングの施工等に対して、

費用の４分の３を県が負担します。

次に、２の将来に向けてのＧＴＦＳ整備、３，

４３７万５千円についてです。

公共交通の中でも、特に乗合バス網を今後も

できる限り維持するためには、地域住民の利用

拡大のみならず、県外からの観光客や訪日外国

人等の来訪者の利用を取り込んでいくことが必

要であることから、ポストコロナ時代における

乗合バスの利便性向上策の一つとして、乗合バ

ス事業者の協力を得て、バスのダイヤや運賃な

どの運行情報のオープンデータ化を行うもので

す。

ＧＴＦＳとは、経路検索サービスや地図サー

ビスへの情報提供を目的に策定された標準の公
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共交通データフォーマットのことです。これを

広く公開することで、例えばＧｏｏｇｌｅマッ

プやジョルダン等の各種経路検索サービスに、

本県の乗合バスの運行情報が反映されることと

なります。

これにより、地域住民はもとより、来訪者に

も乗合バスを認知してもらえる機会が多くなる

とともに、鉄道やバス同士の乗換え、乗り継ぎ

に関する情報が事前に得られることで、公共交

通が利用しやすくなり、ひいては公共交通利用

者の拡大にもつながることが期待できます。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さんから

質疑はありませんか。

堤委員 バス・タクシー車両の維持・確保で、

台数を教えてほしいのと、あと、さきほどのＧ

ＴＦＳについて、これは乗合バス、路線バスの

関係だけれども、タクシーの場合は、結局、ど

こからどこまで行くのに料金が大体どれくらい

かかるかとかは結構乗るときに不安になったり

する場合もあると思うのよね。これに活用でき

るデータと言うか、そういうのは検討されてい

るか、その２点を教えてください。

遠藤交通政策課長 １点目の台数ですが、乗合

バスについては５６７台、貸切バスについては

２８６台、タクシー車両については２，０８９

台と考えています。

２点目のＧＴＦＳに関して、こちらはタクシ

ーにもということですけれども、今回、バスの

停留所とか、決まっている区間の運賃だとか、

時刻も既定路線でやっているので、そのような

静的なデータをフォーマットとして準備して提

供していくと捉えています。今回、タクシー等

については対象にはなっていません。

タクシーについては、道路の渋滞状況とか、

どういう経路にするかで、なかなか一概に固定

するのは難しいと思っています。今後そういう

方策があるのか、国も含めて少し勉強してみた

いとは思いますけれども、今回の対象はあくま

で路線バスで、まずはここの整備をしていきた

いと思っています。

堤委員 タクシーは基本的には個人タクシーも

全部対象になると。２，０８９台というのも大

分県内のタクシー全ての台数と認識していいの

か。あと、さきほどのＧＴＦＳの関係で、後で

多分説明があると思うんだけど、ＭａａＳの関

係で、結局、タクシーとバスとホーバーと空港

と、いろいろ結んでモビリティーをやっていこ

うという方向がある。その中で、今、タクシー

について技術的にこういうものが利用できると

いうアプリとか何かあるんかな。

遠藤交通政策課長 一つ目のタクシーについて

は、個人タクシーも含め２，０８９台という数

字になっています。

二つ目について、現在、アプリを使っての配

車は各交通事業者でやっています。ＭａａＳで

は、バスだったり、ホーバーだったり、タクシ

ーも全て一括で、マルチモーダルで経路検索が

できるところが新しい取組ですし、今後、タク

シーについても、ワンアプリで配車から決済ま

でやりたいと思っています。今の配車アプリだ

と、例えば、タクシーを呼んで、実際決済する

ときはほかの、例えば、ペイペイで決済する形

に分かれていると思うんですけれども、それが

ワンアプリでできる形を目指していきたいと考

えています。

御指摘のとおり、このＧＴＦＳについては、

ＭａａＳに必要な静的データとなってくるので、

そこも含めてしっかりとこの機会に整備してい

きたいと思っています。

玉田委員 まず、このバス・タクシー車両の維

持・確保については、地方路線維持のためには

とても大事なことなので、ぜひお願いしたいと

いうことで要望です。この間も意見交換しまし

たが、紙幣が変わることによる両替機、バスの

中とか、それから、あわせてこの際にキャッシ

ュレス化と言うか、そういうところを計画的に

進めると言うか、そういう将来像を描きながら

今回検討してほしいと要望として申し上げたい

と思っています。

やっぱり両替機を交換するのもかなり費用が

かかると聞いているし、経営母体が弱いところ

にはそこの後押しができるかということもある

と思うので、いろんなことが紙幣が変わること
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で影響を受けるんではないかと思っています。

ぜひその辺も検討していただきたいと思ってい

ます。何かあれば、よろしくお願いします。

遠藤交通政策課長 御指摘のとおり、紙幣が変

わることによる両替機、こちらはバスに限らず、

いろんなところで必要な投資になってくると思

っています。我々も交通事業者からやはりその

辺の懸念は既にお伺いしているので、今後、国

も含めて何かしらの支援があるかも見極めなが

ら、しっかりコミュニケーションを取っていき

たいと思っています。

キャッシュレス化については、やはり一部の

ところでは進んでいるけれども、まだバス等は

全域では導入されていないのが事実です。初期

投資もですけれども、ランニングコストもいろ

いろかかるという課題もあります。一方で非常

に利便性が高いものであることは間違いないと

思っています。今後はそれらのキャッシュレス

対応も含めて、しっかりと検討していきたいと

思っているので、よろしくお願いします。

浦野委員 バス・タクシーの車両維持・確保交

付金についてですけれども、正直、このバス、

タクシーの事業者については今までの国や県の

支援策でどうしても足りない部分があったと思

うので、本当にこれはありがたい制度だと思う

んですが、やはりできるだけスピーディーと言

うか、素早く給付に結び付けるために、手続な

どで何か工夫する予定はあるのかお尋ねします。

あと、２番の感染防止対策の補助ですね。こ

れは今まで大体バスもタクシーも何らかの感染

対策を施されていると思うんですけど、やって

いる車は多いかなと思うんです。既存のものは

対象になるのか、それとも逆に言うとこれから

行うものだけ対象になるのか、そのあたりの区

分というか、どのタイミングでの対策が対象に

なるのかを教えてください。

遠藤交通政策課長 一つ目のスピーディーな手

続のところは御指摘のとおりだと我々も思って

いるので、議決いただければ、すぐに交通事業

者を集めて説明会をして、早ければ年内に一部

執行できるようにスケジュールを組みたいと思

っています。いずれにしても、なるべく早く手

元に支援金が届くよう進めていきたいと思って

います。

あと、感染防止対策については、こちらは昨

年度の９月補正でも同様のことをやっているん

ですけれども、やはりその当時は、特に体力的

にも落ち込んでいて、なかなか４分の３補助が

あってもできないところもあって、両方やって

いるところも含めて、５割ぐらいしか進んでい

ないのが現状です。今回改めて、感染対策をし

たところに対してはしっかりと３０万円、１５

万円の支援をすることで、インセンティブとい

う形で感染防止対策も進められればいいなと思

っています。今回の感染防止対策の支援につい

ては、これから行うものが対象と考えています。

浦野委員 分かりました。素早い給付に結び付

けられるよう、よろしくお願いします。

あと、２番の感染防止対策も、混乱すること

がないように、これは対象になる、ならないと

いうのは分かりやすい説明をしていただけたら

なと思います。よろしくお願いします。

森委員長 関連して、この感染防止対策の抗菌

コーティングの施工の後に、などとありますけ

ど、どういったものが対象になるのか分かれば

お願いします。

遠藤交通政策課長 飛沫防止という形で、物理

的に飛沫が来ないようにするのが一つと、あと

は消毒で、抗菌コーティングだとか、今どのよ

うな形にするか検討中ではあるんですけれども、

コーティングではなくても、しっかりと日々消

毒をする形もあるのかなということで、などを

付けています。実際に何を対象にするかについ

ては、現在検討している状況です。

森委員長 ちなみに、それにキャッシュレス化

みたいなことは入るんですか、入らないんです

か。非接触式ということで。

遠藤交通政策課長 あくまで今回は飛沫防止と

消毒の二つをしっかりやっているところについ

ては支援金の対象になるので、キャッシュレス

等については対象とする予定はありません。

井上委員 ちょっと今日バスが遅れたんですよ。

それで、このバスのことが出ているんで質問し

ますけど、高速バスで４０分ぐらい待ったんで
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すね。何も連絡がないんですよ。大変困ったな

と。こういうのがあると、そういった遅れる連

絡もしていただけるのかなということが第１点。

それと、時々私はタクシーに乗るんだけど、

コロナが大変でしょうねという話の中で、今回、

県もいろんな交付金で対応しているけれども、

どうですかねと聞いたら、私には余り関係ない

ですよ、会社でしょうと言うわけよ。個人の給

与までには反映しないのかなと。極端な話で恐

縮ですがね。だから、そういう話があったんで、

いわゆる個人、そういった会社に勤めている方

の報酬までには全然関係ないんですよ、会社を

維持するだけの支援金なのでね。その辺の使い

方がちょっとなかなか分からんもんで、何で個

人までにも対応できないのかなと思うんですよ

ね。勤めている方の給与まで少しでも対応でき

るといいなと思うんですけれども、そういう話

がありました。

遠藤交通政策課長 一つ目の遅延しているとい

う情報については、今回のＧＴＦＳはあくまで

も静的データ、運賃とかバス停とか決まったデ

ータになるので、いわゆる動的なデータ、今ど

こに車両があって、どれだけ遅れているかとい

うリアルタイムの情報は対象とはなっていませ

ん。ただ、そういうリアルタイム情報、いわゆ

るバスロケーションについては、現在、大分の

中では一部、バスどこ大分が入っているところ

は対応しているんですけれども、まだ全域まで

及んではいないので、今後はそこもしっかりと

やっていかなきゃいけない課題の一つかなと認

識しています。

二つ目ですが、運転士とかの個人の給料には

どうなんだという話だとは思うんですけれども、

今回はあくまでも、本来、車両の維持にかかる

であろう部分の２分の１相当をお支払するとい

う考えです。なので、お金に色はないと言うか、

その分、乗務員の手当だとか、その他の費用と

か、そこに縛りはしませんけれども、浮いた部

分をいかしていただければと考えています。

井上委員 出来高払だからね、ちょっと分から

ないところがあるんだよね。どのくらい給与を

もらって、どれくらい出来高払なのか、その中

身が分からんもんですから、単純に聞いたわけ

なんで、なるべくドライバーにも少しは支援が

届くようにしていただけるといいなと思います。

森委員長 そのほかありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 委員外議員の方はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これで質疑を終わります。

なお、本案の採決は、総務部関係の審査の際

に一括して行います。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、付託外案件の審査に入ります。

議長から回付されている陳情３５について、

執行部の意見を求めます。

藤川おおいた創生推進課長 陳情文書表の５ペ

ージをお願いします。陳情３５について御説明

します。

本陳情は、平成２７年１０月に策定した第１

期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策

定過程が、まち・ひと・しごと創生法や策定の

ためのガイドライン等に準拠するものではない

ことから、総合戦略に位置付けられた事業に充

てた地方創生関連交付金の申請及び利用が、補

助金適正化法の補助金等の交付の不正な申請及

び不正な使用に相当するとして、県民への説明

責任を果たすことを求めるものです。

本県の総合戦略は、長期総合計画の中から、

まち・ひと・しごと創生に関連する施策を集中

的・重点的に推進するための計画として策定す

るものであることから、審議・検討を行う組織

についても、長期総合計画の策定にあたる大分

県新長期総合計画策定県民会議が兼ねました。

また、知事をトップとする大分県まち・ひと

・しごと創生本部会議を開催し、直接、市町村

長から意見をいただいたほか、長期総合計画と

ともに実施したパブリックコメントでも広く県

民の皆さまから意見をいただきました。

そして、本常任委員会においても委員の皆さ

まに御審議いただいた上で策定しており、陳情

文書中のガイドラインに沿ったものであると認

識しています。かつ、法律やガイドラインを所
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管する内閣府からは、総合戦略の策定過程につ

いて、了解をいただいています。

以上のことから、総合戦略は適切な体制で策

定されており、県民にも公開されているので、

問題ないと考えています。

森委員長 この陳情について、御意見等はあり

ませんか。

堤委員 今日、陳情者も見えられていますけれ

ども、県としてずっとこれまでも対応はしてき

たと思います。毎回こういう形で陳情も出され

て、そのたびに多分真摯な対応をしたと思うん

だけれども、やっぱり、今回、平成２７年の第

１期計画に基づいてと。若干今までのパターン

と少しは違うんだけれども、陳情者自身も状況

は分かっているか分からないかそれは分かりま

せんが、説明は果たしていると思うけれども、

まだ本人は納得していない部分もあるんだろう

から、その辺は今後も真摯に話合いをしてあげ

ることをぜひ要望しておきたいと思います。

藤川おおいた創生推進課長 今までも丁寧には

対応させていただいたつもりではあるんですけ

ど、今まで以上に丁寧な対応に心がけたいと思

っています。

森委員長 そのほかありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 委員外議員の方はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 ほかにないようですので、以上で陳

情について終わります。

次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。

それでは、①と②について説明をお願いしま

す。

平川国際政策課長 お手元の資料の３ページを

御覧ください。大分県海外戦略について御説明

します。

平成３１年３月に策定した現行の海外戦略が

今年度末を終期としていることから、令和４年

度からの３年間における海外施策の羅針盤とな

る戦略を策定するものです。

これまで県の各部局で構成するプロジェクト

チームで検討を進めるとともに、９月には企業

経営者や有識者等から成る海外戦略アドバイザ

ー会議を開催し、様々な助言や提言をいただき

ました。

現行の海外戦略は、海外の成長を取り込みつ

つ共に発展するという基本的理念のもと、戦略

１海外の活力を取り込む、戦略２海外の人材を

取り込む、戦略３国際交流・国際貢献の推進、

戦略４国際人材の育成・活用の四つの柱で構成

されています。

次期海外戦略においては、現行戦略の四つの

柱は継続しつつ、少子高齢化や人口減少が進む

中で、外国人材に対するニーズ増大に伴う外国

人住民の増加等を踏まえ、新たな柱として、多

文化共生の推進を加え、コロナ収束後の反転攻

勢に向けた攻めの戦略を策定します。

続いて、資料４ページをお開きください。新

たな海外戦略案の概要について説明します。

戦略１では、国において令和２年１１月に策

定された農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略

等も踏まえつつ、中国や香港、台湾等のアジア

地域のみならず欧米も視野に、農林水産物や加

工品の輸出強化を図ります。インバウンドにつ

いては、コロナ収束後を見据え、中国を中心と

した東アジア、東南アジア、欧米・大洋州など、

特定国に依存しない多角的な誘客対策を実施し

ます。加えて、これまでに構築した海外政府機

関等との連携に関する覚書、いわゆるＭＯＵを

通じ、企業等が海外展開を行いやすい環境を整

備します。

戦略２では、留学生インターンシップの促進

や留学生採用に関心のある企業の掘り起こし等

を通じ、留学生の県内定着促進を図ります。加

えて、宇宙港の実現に向け、米国企業等と連携

した取組を推進するとともに、外国人材に選ば

れる大分県となるため、外国人が安心して暮ら

すことができる環境整備等を行います。

戦略３では、コロナ収束後の外国人住民のさ

らなる増加を見据え、多文化共生を推進するた

め、多言語による相談体制の充実を図るほか、

日本語教育ボランティアの育成や、日本語教室

がない市町村における日本語教室設置の取組を

支援します。加えて、国際交流団体のネットワ
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ーク化による団体ごとの事例・ノウハウの共有

を行い、外国人住民の支援体制の強化を図りま

す。

戦略４と５では、東アジア文化都市２０２２

やツール・ド・九州の実施を通じた交流の促進

を図るとともに、青少年や企業のグローバル人

材育成に取り組みます。

今後のスケジュールとしては、今月行うパブ

リックコメントを経て、来年１月に開催する海

外戦略本部会議での策定を予定しています。

遠藤交通政策課長 それでは私から、ドリーム

ポートおおいたの実現に向けた取組について、

三つ御説明します。資料５ページを御覧くださ

い。

まず、ホーバークラフト旅客ターミナル施設

ワークショップの開催結果について説明します。

現在、旅客ターミナル施設の設計業務を担っ

ている建築家の藤本壮介さんと運航事業者であ

る第一交通産業株式会社とともに、去る１０月

８日に開催しました。

ワークショップには、西大分の発着予定地に

近い春日・八幡・中島の３小学校区の地域住民

のほか、障がい者、大学生、高校生、経済・観

光・地域づくりの各団体の方々など６５名に御

参加いただきました。

海上アクセスの導入意義やホーバークラフト

の導入を決定した経緯などの説明に加えて、設

計者である藤本壮介さんが、ターミナル施設の

設計コンセプトや施設利用のイメージについて、

３Ｄパースを用いてオンラインで説明を行いま

した。その後、参加者の皆さんと意見交換を行

い、旅客ターミナル施設やホーバークラフトの

運航に関して、利用者目線に立った様々な意見

や要望をいただきました。

主な意見、要望等を、資料６ページにまとめ

ているので御覧ください。

特に、ターミナル施設と船舶について、障が

い者に配慮してほしいという要望をいくつかい

ただきました。聴覚障がいのある方からは、タ

ーミナル施設と船舶の両方で、音声だけでなく

目で見て分かる方法で、例えば文字情報などに

よる情報発信をしてほしいという要望がありま

した。また、視覚障がいのある方からは、出港

間近に駆け込み乗船をしようとする利用客との

接触事故が起こらないように、ターミナル施設

の柱の配置を考えてもらいたいという要望があ

りました。また、車椅子利用者からは、ユニバ

ーサルツーリズムが推進されるよう、一人だけ

でなく複数の車椅子利用者が乗船できる船舶に

してほしいという要望もいただきました。

ターミナル施設と船舶の設計にあたっては、

こうした意見を参考にしながら、障がいのある

方もない方も、誰もが利用しやすいものとなる

ようバリアフリーの対応を進めていきたいと考

えています。

なお、資料７ページに、ワークショップで使

用したターミナル施設のイメージ図を参考資料

として添付しています。

続いて、大分空港・宇宙港将来ビジョンの策

定に向けた取組について説明します。資料の８

ページをお開きください。

現在、本県ではホーバークラフトの導入のほ

か、アジア初の水平型宇宙港の実現、コンセッ

ション方式の導入検討などを進めており、大分

空港は新たにドリームポートおおいたとして生

まれ変わろうとしています。

このような大分空港独自の魅力やポテンシャ

ルを最大限いかし、国内外から多くの人を本県

に呼び込むためには、大分空港が目指すべき将

来像を明確にし、その実現に向けた取組を戦略

的に推進する必要があります。

そこで、県内の官公庁、交通事業者、経済団

体、観光団体等から成る大分空港利用促進期成

会内に有識者を加えた大分空港・宇宙港将来ビ

ジョン検討部会を設置し、様々な観点から御意

見等をいただきながら、ビジョン策定に向けた

取組を進めています。

全体のスケジュールとしては、去る１０月１

４日に第１回の検討部会を開催し、年度末まで

に一定の素案を策定して、来年の夏頃には期成

会としての成案を目指すこととしています。

また、第１回検討部会における主な意見を、

資料９ページにまとめているので御覧ください。

国際線をはじめとした航空ネットワークの充
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実だとか、空港施設の拡充、またカーボンニュ

ートラルの取組や先端技術の活用など、様々な

観点の意見をいただいているので、今後さらに

たくさんの意見をいただきながら、ビジョンの

検討を進めていきたいと考えています。

続いて、資料１０ページを御覧ください。大

分空港を起点としたＭａａＳの推進についてで

す。

ＭａａＳとは、住民や旅行者一人一人の移動

ニーズに対応して、複数の公共交通や移動サー

ビスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等

を一括で行うサービスであり、観光や医療等の

交通以外のサービス等との連携により、移動の

利便性向上はもとより、地域の課題解決にも資

する重要な手段です。

大分空港への移動手段の利便性向上は、ホー

バークラフトの導入だけでなく、しっかりと陸

路の利便性向上を図っていくことも必要不可欠

です。

そのため、大分空港利用促進期成会に大分空

港を起点としたＭａａＳ検討部会を設置し、交

通関係機関等が抱える空港アクセスに関する課

題や改善点等を整理した上で、今後ＭａａＳを

導入する実証実験等を実施していきたいと考え

ています。

次の１１ページを御覧ください。検討部会に

ついては、交通事業者をはじめ関係団体などに

参画をいただき、１０月１４日に第１回目の部

会として、大分空港における二次交通の現状と

改善の方向性等について、意見交換を行いまし

た。委員の皆さまからは、ＭａａＳは今後取り

組んでいかなければならない課題であることや、

今後高まるインバウンドの需要を考えると、キ

ャッシュレス等を備えたＭａａＳの整備が重要

であるなどの意見をいただきました。

また、第２回目を１１月２６日に開催し、先

進的な取組事例の紹介等をして意見交換を行い

ました。

今後も、交通事業者をはじめ関係団体と連携

しながら、大分空港を起点としたＭａａＳの導

入に向けてしっかりと議論していきたいと考え

ています。

森委員長 ただいまの報告について、質疑など

はありませんか。

井上委員 思い付きで申し訳ないんだけど、ホ

ーバークラフトを利用する人は結局ビジネスマ

ンで、この絵だと歩いて行くと結構遠いんでは

ないかな。ビジネスマンだから、もう急いで行

って急いで帰るというタイプが多いんではない

かな。これはよく分からんけど、イメージから

すると相当歩いたりするんかね。ゆったりとす

るのは分かるんだけど、ビジネスマンが利用す

るんで、こういった発着地で大丈夫なのかな、

利用するのかなと。結構、空港でも歩くのが大

変で、駐車場から中に入り、入口まで遠く、な

かなか歩いてから大変だという人が多いんだよ

ね。私たちは年齢的にそうかもしれんけど。こ

のイメージからすると、どうも歩いたりなんた

りして、その辺のところは大丈夫なんですか。

ビジネスマンが利用するということで、これに

対応できるのかなという感じです。

遠藤交通政策課長 ７ページの図だと、少し分

かりづらいところがあったかもしれませんけれ

ども、今回、このターミナルには、まず、しっ

かりと５００台程度の無料の駐車場を整備しま

す。それに加えて、バスやタクシー等での公共

交通機関での乗り入れができるようにしていま

す。この７ページの右下のところが実際にホー

バーに乗るところと、ターミナルの待合場の関

係性になるんですけれども、このターミナルの

待合場からすぐにホーバーに乗り込めることを

考えています。

こちらは上昇していくように、非常に長いス

ロープになっているところが特徴的ではあるん

ですけれども、こういうところは地域の方々に、

又は観光のときに上っていただいて、別府湾の

眺望を見ていただくとか、散策をしていただく

とか、ゆっくりした活用もできるし、ビジネス

マン等については車なり公共交通機関で来て、

スムーズな動線でホーバーに乗れるようにしっ

かりと工夫をしていきたいと思っています。

井上委員 できてみないと分かんないね。あり

がとうございました。

堤委員 今、図の説明が少しあったんだけれど
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も、真ん中のずっと長いスロープがあるよね。

下になっている方が別府の方向でいいのかな。

それと、右下の灰色のところがあるよね。こ

こら辺が駐車場になるのかなと今の話を聞きな

がら思ったんだけど、それをちょっと説明して

ください。あと、車椅子の関係で、なるべく多

くの車椅子スペースを確保できる方法を検討し

ますと書いているんだけれども、具体的に設置

が一つはメインとしてあって、それ以外に座席

を倒して、結局、最大で何台ぐらいのスペース

ができるのかをお尋ねします。

もう１個は、ＭａａＳの関係で、これはいろ

いろアプリとかシステムを構築していかないと

いかんのやけども、それを作る会社と言うか、

それはどういうところを考えているかを教えて

ください。

遠藤交通政策課長 一つ目の方向なんですけれ

ども、７ページの資料の真ん中のところに、左

側に向かって上昇していく、その左側の方が別

府の方ですね。海の方になっています。

それで、右下のところの灰色の部分は駐車場

ではなくて、ここにホーバークラフトが乗り上

げてくると。実際に今、駐車場の配置について

は設計中で、真ん中の右に上がっていくターミ

ナルの奥側の方にできるイメージで考えていま

す。（「結構歩くね」と言う者あり）そんなに

歩かないと思います。一般的に着いてから何分

も歩かなきゃいけない構造にはならないので、

そこは御安心いただければと思います。

それと、車椅子のところは御指摘のとおり、

常にスペースとして１台分は用意します。その

上で、これも現在設計中なので、まだ具体的に

何台と申し上げるのは難しいんですけれども、

今考えているのは、前の方の席については、こ

の椅子をはね上げる形で、需要に応じて臨機に

車椅子の方でも車椅子のまま固定できる方策を

考えていこうと。現在の設計の中で最大何台置

けるかは、これから検討だとは思いますけれど

も、設計事業者や運航事業者と相談しながら、

そこはしっかり検討していきたいと思います。

あと、ＭａａＳについてです。今、全国にい

ろんなＭａａＳアプリが乱立している中で、全

国津々浦々、又は世界からいろいろ来られるの

で、複数のアプリがしっかりと連携した形での

利用ができないか、これがいわゆるＡＰＩ連携

と言うんですけれども、空港で地域限定のアプ

リを使ったとしても、わざわざ東京から来た人

がそれをダウンロードするとか、海外から来た

人がダウンロードしなきゃいけないとなると、

それではなかなか利便性が高くないよねという

ことで、皆さんがお住まいの地域とかで使えて

いるアプリが大分空港についてもうまく連携し

て使えることができないか、今、問題提起をし

て議論しています。まだ具体的にどのアプリを

やるかというところまでは決まっていませんけ

れども、今後そういったところも踏まえて、し

っかりと関係者で議論していきたいと思ってい

ます。

玉田委員 今の車椅子の関連ですけど、今まで

確認したことはあったのかなと思いながら聞い

ていたんですけど、乗り場から船に乗るところ

のジョイントの部分の車椅子はスムーズに行け

るように確保されているんですか。

遠藤交通政策課長 これは西大分のターミナル

も空港側もそうですけれども、基本的に段差が

なく、バリアフリー対応となる動線をしっかり

考えているので、そこは御安心いただければと

思います。

玉田委員 分かりました。

浦野委員 ５ページのところに、ホーバークラ

フト旅客ターミナル施設ワークショップの開催

結果が出ているんですけど、大分市はどういっ

た関わり方をしたのかをちょっと教えてもらい

たい。大分市内のアクセスだとか、次のページ

のにぎわいの中でも、やっぱり回遊ですよね。

これは大分市も状況を分かっていた方がいいし、

いろいろ意見等を交換しながら進めた方がいい

んではないかなという気もするんですが、その

あたりはどうでしょうか。

遠藤交通政策課長 御指摘のとおり、やはりホ

ーバーターミナル周辺の道路については、一部

大分市の市道の部分があるので、現在そこにつ

いて一緒になって、交通量等を踏まえた上での

渋滞対策を検討しています。あと、ちょうど令
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和５年度に大分市の田ノ浦に憩い・交流拠点施

設が造られるので、そこと連携したにぎわい、

又は連続性、回遊性みたいなところを一緒に連

携してやっていかなきゃいけないねという話を

しているので、そのような関係で言うと、西大

分沿岸地区全体のにぎわい、流れをつくるとい

う意味で御参加いただいています。

浦野委員 分かりました。例えば、住民の説明

会にも大分市の担当者が来られていますけど、

やはり必要に応じて情報を共有化して、スムー

ズに意見交換が進むように今後も進めていただ

ければと。これは要望です。

森委員長 それでは私から１点だけ。

今、ＭａａＳの話も出ました。１１ページの

意見にも、インバウンドの需要を考えると、キ

ャッシュレス等を備えたＭａａＳの整備が重要

であると。今回、大分空港を起点にということ

で、国東、別府、大分、また、その先のデステ

ィネーションに向けてもキャッシュレス等の整

備は重要だと思います。特に、今日、玉田委員

もいますけれども、ＪＲ、鉄道事業者にも今回

加わっていただいています。無人駅等で降りた

ら、Ｓｕｉｃａを使って決済ができないという

状況をよく見かけることがあります。当然、由

布院駅もありませんから、そういうことで困っ

ているお客様もいらっしゃると思うんですよね。

そういった部分を、ハードの導入で各駅にい

わゆるキャッシュレスの端末を置いたり、機器

を置いたりというのは難しい部分もあるかもし

れないので、技術的な部分でそういったものを

カバーできないかと。そういった働きかけもぜ

ひお願いできないかなと思うし、ＪＲ九州に九

州３県議連とかで要望に行ったときも、宮崎や

熊本の議員からもよくこの議論が出ますけれど

も、ＪＲ九州からはその部分についてはこれ以

上計画はありませんという答えしか返ってこな

いんですよね。その部分をこういったＭａａＳ

の導入と同時に、各駅等で活用できる技術につ

いて、また検討いただけないかなと思うんです

けど、いかがでしょうか。

遠藤交通政策課長 貴重な御意見ありがとうご

ざいます。今回は大分空港を起点としたＭａａ

Ｓの実証ではありますが、今後はこのエリアに

限らず、いろいろと全域に広げていければなと

思っています。

その中で、鉄道駅の問題にも、例えば、Ｍａ

ａＳを使えば、無人駅で切符が買えないとかも

多々あると思うんですけれども、そういうとこ

ろは事前にアプリで購入ができる形で、実際に

やっているところもあったりするので、そうい

うところも検討できると思っています。Ｍａａ

Ｓといってもやり方次第では地域課題の解消に

つながるやり方がいろいろあると思っているの

で、本日いただいた点についてはしっかり受け

止めて、そういう発想も持って検討していきた

いと思います。

森委員長 実際あった話で、例えば、滝尾駅か

ら豊後竹田駅、三重町駅に来る方が、結局決済

ができないので、では、滝尾駅に帰ってまた決

済できるんかといったら、結局何もできないみ

たいな形になっている。特に、今、豊後竹田駅

と三重町駅は駅員がいるから、そこで切符も買

えるんですけど、例えば、豊後清川駅なんか切

符も買えないですよね。どっちかと言うと、敷

戸駅からキャッシュレスを使って来た人とか、

そういった人が困ることがよくあるので、そう

いった部分をぜひ意識して、解消に向けて努力

いただけたらなと思っています。

そのほかよろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 委員外議員の方はありませんか。

衛藤委員外議員 ２点あって、１点目がホーバ

ーの件です。ちょっと記憶が不確かで、利用見

込者数の中に大体観光の方が占める割合を思い

出せなくて、ある程度あると、やっぱり観光案

内所機能をどうするかをホーバー基地も考えて

いかなきゃいけないんですけど、そのあたりの

検討状況を教えてください。

もう一つが、今、エアライナーがホーバーを

導入することによって減収が見込まれると。そ

ういう中で、運行事業者にとってはこのエアラ

イナーが稼ぎ頭の事業になるので、ここの収益

をもって地方の赤字路線の運行に充てていると

いう話も伺っています。この話自体は、やっぱ
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り地方のバス路線のビジネスモデルの根幹に関

わる部分なので、ここが崩れると地域バス路線

全体の維持をどうするかという、結構根本的な

ところから議論し直さないといけなくなるとい

う問題をはらんでいると思います。この考えと

今後どのように進めていくつもりかをお伺いし

ます。

遠藤交通政策課長 １点目の観光とビジネスの

ところの割合を詳細に出しているものではない

んですけれども、おっしゃるとおり、今回、ア

ジアで唯一の乗り物でアクティビティとしての

魅力、観光利用というところは非常に我々も期

待しています。なので、この観光情報の発信の

仕方はしっかりと工夫していかなければいけな

いとは思っていますが、まだ現時点で具体的に

どういう場所に何を置くかまでは決めていませ

ん。今後、設計が定まり次第、そういうところ

もしっかりと検討していきたいと思っています。

２点目のエアライナーについては、ホーバー

クラフトに利用転換が一部されるところの減収

が見込まれるのではないかという御指摘はいろ

いろなところからいただいています。我々もそ

こも含めて現在交通事業者とお互いが共同して

ウィン・ウィンになれる議論を定期的に月１回

か２回ぐらいしている状況です。

今後の路線バスですけれども、その在り方は、

このホーバーに限らず、もともとこのままで本

当に維持できるのかという問題もはらんでいる

ので、今回のエアライナーの減収にかかわらず、

しっかりと地方の路線バスが維持できる対策を、

これを機会にではないですけれども、我々とし

てもしっかり考えていかなきゃいけないと思っ

ています。

衛藤委員外議員 観光案内所に関しては一般質

問でも取り上げたんですが、特にインバウンド

の関係とか、行動変容に関わる部分で結構果た

せる機能も大きかったりするので、ぜひまた機

能の持たせ方については、より一層御検討いた

だければと思います。

森委員長 それでは、ほかに御質疑もないよう

ですので、次に③から⑥について説明をお願い

します。

足立芸術文化スポーツ振興課長 資料１２ペー

ジを御覧ください。

来年、日中韓の３か国で取り組むこととして

いる東アジア文化都市事業についてです。本日

１５時から、大分県実行委員会を立ち上げ、本

県における事業の準備を加速させていきます。

実行委員会のメンバーは、資料右側にあると

おり、芸術文化や観光、経済団体の方々のほか、

報道機関の方々にも参加していただくこととし

ています。

資料の１３ページを御覧ください。第１回目

となる本日の会議では、基本構想案を示して、

これをたたき台としながら、１年にわたって実

施する本県の取組等について議論を行います。

この基本構想案は、まず、開催趣旨として、

東アジア文化都市・大分県として、伝統を継承

し活かすとともに、新たな文化の創造や未来を

切り拓く元気づくり推進に県民総参加で取り組

み、文化の香り高い「創造県おおいた」の実現

を図るとしています。また、１４ページ左側に

あるとおり、開催テーマとともに、人を育て活

かす、地域を創造する、東アジアの相互理解と

多様性の尊重に貢献するという３点を事業目標

に掲げています。

そして、具体的な取組として、１４ページ右

側のプレ事業、開幕事業や、１５ページの都市

間交流事業、閉幕事業を進めていくこととして

います。各事業の実施に向け、今後、実行委員

会の中で、アイデアを持ち寄りながら、県民総

参加となる事業につなげるとともに、県内の多

彩な芸術文化、歴史文化、食文化、豊かな自然

など、本県の魅力を積極的に発信していきたい

と考えています。

続いて、資料１６ページを御覧ください。

先月、臼杵市がユネスコの事業であるユネス

コ創造都市ネットワークに食文化の分野で加盟

が認定されました。

このユネスコ創造都市ネットワーク事業は、

２００４年に創設されたもので、創造性を核と

した都市間の国際的な連携によって、地域の創

造産業の発展を図り、都市の持続可能な開発を

目指すものです。食文化のほか、音楽やデザイ
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ンなど七つの分野に分類されており、世界の加

盟都市は２９５都市、国内では、今回の臼杵市

を加えると１０都市となりました。

国内の加盟都市は、資料右側の中ほどの一覧

表のとおりであり、臼杵市と同じ食文化の分野

では、山形県の鶴岡市が２０１４年に加盟して

います。

資料の右側を御覧ください。今回、臼杵市は、

伝統的な和食を根底から支える味噌・醤油など

の醸造・発酵産業に支えられた食文化がしっか

りと受け継がれていることや、こうした伝統に

加え、近年では、２０１０年から稼働している

大分土づくりセンターの完熟堆肥を用いた有機

農業や水源涵養の森づくりなどの取組も評価さ

れたものだと考えています。

資料１７ページを御覧ください。食文化の分

野では、世界で新たに１３都市が加わり、４９

都市の加盟となりました。地方創生が強く求め

られる中、こうした地域の強みをいかした取組

は、地域活性化に加え、地域の自信と誇りにつ

ながるものと考えています。

当課としても、中部振興局や臼杵市と連携を

密にしながら、推進母体である臼杵食文化創造

都市推進協議会の取組を引き続きしっかりと後

押ししていきたいと考えています。

続いて、資料１８ページを御覧ください。

今年４月から８月にかけて実施した東京２０

２０オリンピック・パラリンピック聖火リレー

について、これまで本県における事業の企画・

運営を行ってきた大分県実行委員会が業務終了

に伴い先月組織を解散しました。ついては、そ

の実施結果について御報告します。

まず、１の経過ですが、本県では、オリパラ

聖火リレーを円滑に実施するため、県、市町村、

県議会、県警等で構成する大分県実行委員会を

平成３０年８月に立ち上げました。延べ９回に

わたる実行委員会や関係機関による幹事会を適

宜開催し、情報共有や事業計画の策定を進める

とともに、事業実施に取り組んできました。聖

火リレーに関する最終の決算額については、右

上の点線囲みにあるように、全体で約１億８，

８００万円程度の見込みです。

この実行委員会について、関連事業が終了し、

当初の目的を達成したことから、先月開催した

実行委員会において、会の解散を議決しました。

次に、２の聖火リレーの取組結果についてで

す。

（１）オリンピック聖火リレーでは、４月２

３日と２４日の２日間にわたって、県内全市町

村を１７９人のランナーが聖火をつなぎ、１，

５７２人のボランティアに活動していただきま

した。

（２）のパラリンピック聖火フェスティバル

では、本県では、採火式を全市町村が実施し、

８月１６日の集火式・出立式にも全市町村が参

加し、式典を開催しました。

今回の東京オリパラの聖火リレーは、新型コ

ロナの影響で日程が延期されるなど、これまで

にない状況の中での開催でしたが、県民をはじ

め、県議会の皆さまにも御理解と御協力をいた

だいたことで、無事に全日程を終了することが

できました。大変ありがとうございました。

続いて、資料１９ページを御覧ください。

県議会議員の皆さまにおかれては、日頃から

大分トリニータへ御支援をいただいており、心

からお礼申し上げます。１２月４日にＪ１リー

グが終了したので、シーズン結果等について御

報告します。

左側のＪ１順位表にあるように、今シーズン

の大分トリニータは、９勝８分け２１敗で、勝

点３５、順位は１８位でした。

昨シーズンまでの主力選手が移籍するなど、

大変厳しい状況の中で、チーム・フロントが一

丸となって戦いましたが、残念ながら４シーズ

ンぶりのＪ２降格となりました。

次に、右側のＪ１リーグ観客動員数を御覧く

ださい。今シーズンも新型コロナウイルスの影

響がありましたが、ホームゲームの平均入場者

数は昨シーズンを上回る６，７２３人で、Ｊ１

リーグ１１番目と地方クラブでありながら、多

くの方から観戦いただいています。

資料の２０ページを御覧ください。大分ＦＣ

の令和４年１月期決算について、本年１０月末

時点の状況を説明します。
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まず、左側の損益計算書です。当期純利益は

表の一番下にあるように、４，５００万円の最

終赤字を見込んでいます。

これは、表の上から２番目の法人広告請負料

が、１億２千万円程度減収となったことが主な

要因であり、スポンサー企業も新型コロナの影

響で、経営状況は厳しいものと思われます。一

方で、赤字額は昨期から８，８００万円程度改

善すると見込んでいるので、今後とも、営業努

力と経営改善に取り組み、単年度の赤字縮減に

向けて取組を進めていきます。

次に、右側の貸借対照表の右から２列目の令

和４年１月期の決算見込純資産合計は、プラス

４，８００万円の黒字となっており、債務超過

の状況は回避できると見込んでいます。

来シーズンも新型コロナの影響は続くものと

思われますが、経営基盤の強化とＪ１復帰を目

指し、スポンサーの獲得やシーズンパス販売数

の確保に取り組んでいくので、県議会議員の皆

さまには引き続きの御支援をお願いします。

森委員長 ただいまの報告について、質疑など

はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 委員外議員の方はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 別に御質疑もないようですので、次

に⑦と⑧について説明をお願いします。

石井政策企画課長 続いて、県外事務所の移転

について報告します。資料の２１ページをお開

きください。

東京事務所の移転については、今年３月の予

算特別委員会において御説明したとおり、現在

の入居ビルが老朽化により取り壊されることか

ら、永田町駅付近の都道府県会館へ年内の移転

を目標に進めてきました。

今月１８日には引っ越しを行い、１２月２０

日から都道府県会館４階の新事務所において業

務を開始することとなったので御報告します。

新事務所は、各省庁や政府関係機関との交通

アクセスが良く、また、全国知事会などの事務

局や、ほぼ全ての都道府県の東京事務所が入居

していることから、関係機関との連携が図られ

るものと考えています。

次に、福岡事務所についてです。

福岡事務所が入居するビルについては、建築

から４５年が経過し老朽化が進んでおり、更新

が困難な設備や地下躯体からの漏水等も発生し

ていることから、ビルの管理会社から、令和５

年８月から取り壊しを行うとの通知がありまし

た。

現在の定期賃貸借契約が令和５年３月３１日

で期間満了となることから、令和４年度末まで

の事務所移転を図っていきたいと考えています。

移転先については、移住・定住や学生の県内

就職をさらに促進していく観点から、ｄｏｔ．

（ドット）との連携強化が重要となってくるの

で、ｄｏｔ．周辺エリアを候補の一つとして検

討を進めていきたいと考えています。

藤田統計調査課長 続いて、資料の２２ページ

を御覧ください。

１１月３０日、総務省統計局のホームページ

に昨年１０月１日現在で実施した国勢調査の人

口等基本集計の確報値が公表されたので御報告

します。

全国の総人口は１億２，６１４万６，０９９

人で、前回平成２７年調査に比べ、９４万８，

６４６人減少しています。

本県の総人口は１１２万３，８５２人で、前

回調査に比べ、４万２，４８６人減少していま

す。

九州各県と比較すると、本県の人口は第６位、

人口増減率は第７位です。なお、九州で人口が

増加したのは、福岡県と沖縄県のみです。

全国との比較では、本県の人口は第３４位、

人口増減率は第３６位です。全国でも人口が増

加したのは、東京都、沖縄県、神奈川県など８

都県にとどまり、３９道府県は人口が減少して

います。

次に、資料の２３ページを御覧ください。大

分県の年齢３区分別の人口です。

年齢３区分別では、１５歳未満の年少人口は

１３万５，２７２人、１５歳以上６４歳以下の

生産年齢人口は５９万６，５２７人、６５歳以

上の老年人口は３６万９，１９２人です。前回
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調査に比べ、年少人口は１万１，１４１人、生

産年齢人口は６万６４２人減少しています。一

方、老年人口は１万７，４４７人増えています。

森委員長 ただいまの報告の国勢調査の結果に

ついてですが、全国比較の説明にもあったよう

に、本県の人口増減率は全国第３６位です。前

回の調査結果も含め、分かりやすい一覧表、Ａ

３の資料ですが、私の方で作成し、補足資料と

してお配りしているので、参考にしていただけ

ればと思います。

それでは、二つの報告について、質疑などは

ありませんか。

堤委員 九州で今、福岡県が伸びていると。確

かに福岡県を見れば、若者が集まってくる都市

構造になっているなと思うんだけれども、そこ

でから得られる教訓と言うか、当然、大分県か

らかなり行っていると思うんだけれども、福岡

県が伸びている原因と言うか、何かつかんでい

るものはありますか。

藤田統計調査課長 福岡県の人口移動について

は詳細の公表がまた来年２月になるので、その

ときに５年前との比較が分かるかと思います。

藤川おおいた創生推進課長 明確な要因が分か

っているわけではないんですが、福岡県も人口

は増加しているんですけど、実は東京には転出

超過で負けているんですね。なので、大分県だ

ったら大分市に人口が集まり、九州の中では福

岡県に集まり、日本全体では東京に集まるとい

う形で、やはり都市に人が吸い寄せられている

状況の中での福岡県の人口増加ではないかと思

います。

堤委員 都市化の中で大分県の人口が流出して

いくのは、それは賃金も違うし、いろいろ暮ら

しの問題も違ってくるから分からんでもないん

だけれども、難しいね。いろんなことを総体的

にやっていかないとできないなと。賃金の問題

もそうだし、いろいろ家庭環境の問題も改善さ

せていかなきゃいけない。全部まとまっていか

なきゃいけない。そういうのは企画振興部でま

とまって横断的にやっているの。

藤川おおいた創生推進課長 正におっしゃると

おりで、おおいた創生推進課が人口ビジョンだ

とか、まち・ひと・しごと創生総合戦略を所管

しているので、全庁を見渡して人口施策を考え

ることになっています。

森委員長 そのほか、委員の皆さまありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 委員外議員の方はありませんか。

衛藤委員外議員 先日の一般質問のときに部長

から御答弁いただいた中で、人口に関する効果

については時間がかかるみたいなこととか、息

の長い取組を行う必要があるという御答弁をい

ただきました。その一方で、人口ビジョンを示

してから、もう間もなく７年が過ぎようとして

います。もう十分息の長い時間は過ぎているよ

うにも感じています。

そういう中で、今回の国勢調査の結果が出て、

これを見ると、２０１０年から２０１５年の５

年で増減率２９位だったのが今回３６位まで落

ち込んでいると。補足資料で増減率の差を見る

と、全国で下から５番目。これはやっぱりこの

５年間の大分県の人口政策が、みんなだめだと

言うんだったら順位は変わらないはずなんです

けど、ほかの都道府県と比べて極めて結果が出

ていないからこういう数字が出てきたんではな

いのかなと思っています。

私見ですけど、やっぱり一つは、人口ビジョ

ンが達成のための計画であるわけですから、こ

こで示されている政策のアプローチについての

定量評価、実際どれぐらい数値的に効果がある

のかが、ちょっと誤解を招きやすいので、前提

として、産めよ増やせよというわけではなくて、

社会政策としての問題の中で、個人の思想信条

に踏み込まないという政策の中での定量評価を、

まだまだやる余地があるのかなと感じています。

そこで、政策の有効性を見て、その後、例え

ば、今、出会いサポートをやっています。出会

いサポートが令和２年度で５０組、令和３年度

で９０組できると。人口ビジョンの中で、この

規模で足りるのかと。では、拠点を増やして、

もっと成婚数を増やせる取組ができるんではな

いかとか、そういう検討余地はまだまだあると

思うんですよね。そういった検証でこれからま
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だ伸ばしていく余地がある中で、そういった点

についてのアプローチについてどのようにお考

えか、お伺いできればと思います。

大塚企画振興部長 ありがとうございます。今

お配りいただいた国勢調査の結果は、本当に我

々は大変厳しく受け止めているし、危機感を持

ってやらないといけない問題だと十分認識して

います。

今、議員が御指摘の政策のアプローチはどう

なのかということですが、定量的に計れるもの

をしっかり検証して、それを施策につなげてい

くべきと。私はおっしゃるとおりだと思ってい

ます。ただ、それができるものと、なかなかで

きづらいものがやはり現実としてはある。特に

この人口は、自然増と社会増、この二つに分か

れるのかなと。自然増についても、例えば、子

どもを産むという判断、あるいは社会増でいく

と、移住するという判断、これは様々な要因が

あって、その結果が出てくるものだろうと。そ

れにはやっぱり時間がかかるものもあるし、即

効性のあるものもあるんではないか。

即効性のあるもの、検証ができるもので申し

ますと、例えば、昨年度から始めているＩＴス

キルを県外で学びながら県内の企業と結び付け

る。これは５０人の枠でやって、これが本当に

５０人埋まるか。では、埋まらなかったとすれ

ば、その要因は何なのか。うまくいったとすれ

ばどうなのか、その辺はしっかり検証しながら、

また次につなげたいと思います。

そういうことで、定量的に検証できるものは

本当に議員のおっしゃるとおりだと思うので、

しっかりやっていきたいと思います。ただ、な

かなかそうではない、総合的な施策の積み重ね

でやるものは、なかなかそこは検証しづらいと

いうこともあるので、十分議員の御意見は踏ま

えながら、今後しっかり危機感を持ってやって

いきたいと思います。

衛藤委員外議員 ありがとうございます。国勢

調査は新しいのが出たばっかりで、総務省が出

している結果の解説を私もちょっと拝読しまし

た。これを見ていると、増加しているのはほと

んどが大都市の都道府県なんですけど、その中

で滋賀県が増えているんです。出たばかりなの

で、結果の分析はまだまだこれからだと思いま

す。滋賀県は５年前も増えているんです。２０

１５年のときも増えているので、こういったと

ころもしっかりまた研究していただいて、その

研究の結果も議会にぜひ御報告いただければと

思います。

地方都市でも減少幅が縮小している都市、例

えば、茨城とか山梨、群馬なんかは日本で魅力

がワーストで話題になったりもしましたけど、

そういうところが実質減少幅が縮小したりとか

しています。

昨日、福祉保健生活環境委員会でちょっと人

口ビジョンについて触れたんですが、直接的に

は言わないんですけど、子育て満足度の議論な

んかも、これは人口政策としてはやっていない

というのが非常に強くにじみ出てくるんですよ

ね。やっぱり縦割りの壁は、企画振興部で、ぜ

ひ壊していただければと思います。

大分市で人口が増加しているエリアが今三つ

あります。大分駅の南側と大在エリアと坂ノ市

エリアです。この三つは共通点が１個あって、

いずれも区画整理をちゃんとやっているエリア

です。区画整理をやったら人口が増えるわけで

はないんですけれども、人口が増えているエリ

アはみんな区画整理をちゃんとやっている。や

っぱり都市計画であったりとか、交通計画も含

む都市計画、そういった社会インフラの部分の

整備はこれから絶対に必要になってくると思う

ので、ぜひまた土木建築部とかとも――そこは

何か本当に縦割りで、今困っています。ぜひ企

画振興部の力でそこの縦割りを壊していってい

ただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。その辺について。

大塚企画振興部長 正に議員のおっしゃるとお

りだと思います。一つは、都市の魅力をどう上

げていくか、これは福岡が独り勝ち、九州では

独り勝ち、そこだと思います。さきほど話題に

も出ていますが、福岡はビッグバンということ

で様々な民間の投資も呼び込みながら、魅力度

がどんどん上がるように相乗効果でやっていま

す。やはり大分市に限らず、都市の魅力、まち
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の魅力をどう上げていくか、都市計画も含めて

であろうかと思います。今御指摘をいただいた

とおり、縦割りにならないように、しっかり全

庁をあげて取り組んでいきたいと思います。

森委員長 それでは、ほかにないようですので、

これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 本会議でも一般質問の中で、今、衛

藤議員が言われた人口ビジョンの話が出てきま

した。今、部長の決意もお聞きしたわけですけ

れども、国勢調査の結果もしっかり踏まえた上

で、やはりさきほど危機感を持ってという言葉

をいただいたので、これからの政策について、

しっかりまた議論を重ねながら、実効性のある

ものを組み立てていく必要があると思います。

しっかり私どもも議論させていただきたいと思

っています。

それでは、ほかにないようですので、これを

もって企画振興部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

ここで、暫時休憩します。再開は、午後２

時からです。

午後０時２０分休憩

午後１時５９分再開

森委員長 これより、総務部関係の審査に入り

ます。

それでは、最初に、補正予算について審査し

ます。

第１１６号議案令和３年度大分県一般会計補

正予算（第１１号）のうち、総務部関係部分に

ついて、執行部の説明を求めます。

和田総務部長 初めに私から、本日審査をお願

いしている案件等について概括的に説明申し上

げます。

本日の委員会では、付託案件５件について審

査をお願いしています。

このうち、第１１６号議案令和３年度大分県

一般会計補正予算（第１１号）については、新

型コロナウイルスの感染拡大防止や経済活動の

回復等を進めていくため、早急に対応が必要な

経費を計上しています。

第１１７号議案令和３年度大分県公債管理特

別会計補正予算（第１号）は、令和２年度に発

行を予定していた猶予特例債について、その償

還を行う公債費の予算の減額補正を行うもので

す。

第１０６号議案大分県使用料及び手数料条例

の一部改正については、キャッシュレス決済へ

の対応に伴う徴収方法や銃砲刀剣類関係事務手

数料、長期優良住宅の普及の促進に関する法律

関係事務手数料において必要な条例改正を行う

ものです。

第１０７号議案当せん金付証票の発売につい

ては、令和４年度の公共事業等の財源の一部に

充てるため、他の関係地方公共団体と共同して

発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじを発

売するにあたり、議決を求めるものです。

第１０８号議案大分県の事務処理の特例に関

する条例の一部改正については、農地法に基づ

く農地の転用許可等に係る県の事務について、

由布市へ権限を移譲するものなどです。

各事項の詳細については、それぞれ担当課長

から説明するので、どうぞよろしくお願いしま

す。

髙木財政課長 第１１６号議案令和３年度大分

県一般会計補正予算（第１１号）の歳入全般に

ついて説明します。

総務企画委員会資料の１ページをお願いしま

す。

この補正予算案は、資料の冒頭にあるとおり、

国の経済対策に係る補正予算案及び県内の感染

状況等を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡

大防止や経済活動の回復、ポストコロナに向け

た構造改革に取り組むとともに、災害に強い強

靱な県土づくり等を進めていくため、早急に対

応が必要な経費を計上するものです。

補正額は、１補正概要にあるとおり、４５５

億１，１３９万２千円の増額であり、既決予算

を加えた累計額は７，８０１億９，４５１万７

千円となります。

次に、歳入について説明します。

令和３年度補正予算に関する説明書（補正第

１１号）を抜粋したものを総務企画委員会資料
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で説明します。

３枚めくっていただき、総務企画委員会資料

４ページをお開き願います。

今回補正するのは、一番下の分担金及び負担

金１３億６，１２６万円、１枚めくっていただ

いて、５ページの上から二つ目の国庫支出金２

４４億１，３６３万５千円、その三つ下の繰入

金３８億６，７８４万７千円、その二つ下の諸

収入３，４６５万円及びその下の県債１５８億

３，４００万円を合わせた４５５億１，１３９

万２千円となります。

その主な内訳について説明します。次の６ペ

ージをお開きください。

第９款国庫支出金第２項国庫補助金は、２４

４億１，３６３万５千円の増額となっています。

主なものとして、一番上の第１目総務費国庫

補助金、一番下の第３目保健環境費国庫補助金

及び８ページの一番上、第６目商工費国庫補助

金に計上している新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の合計３４億２，８８３

万６千円は、地域公共交通事業者など経営が厳

しい事業者への支援や、ＰＣＲ検査等の対象者

の拡大に要する経費に充当するものです。

６ページにお戻りいただいて、第２目福祉生

活費国庫補助金のうち、保育・介護職員等処遇

改善交付金３０億７，７００万円は、事業所の

賃金の引上げに要する経費に充てるものです。

１枚めくっていただいて、７ページの第５目

農林水産業費国庫補助金４５億２，３８７万８

千円と、８ページの第７目土木費国庫補助金１

２３億３，６３６万７千円は、国の防災・減災、

国土強靱化５か年加速化対策及びＴＰＰ対策と

して実施する公共事業に充当するものです。

９ページをお願いします。

第１２款繰入金第２項基金繰入金３８億６，

７８４万７千円の増額は、表の一番上、第１目

財政調整基金繰入金について、県内の消費拡大

や地域経済の活性化を図るために、市町村と連

携したプレミアム付商品券を発行するための財

源等として、３８億２，３５６万７千円を繰り

入れるものなどです。

最後に、１０ページをお開きください。

第１５款第１項県債１５８億３，４００万円

の増額は、公共事業の財源として発行するもの

です。

歳入についての説明は以上です。

小石電子自治体推進室長 令和３年度大分県一

般会計補正予算（第１１号）のうち、総務部関

係の歳出部分について説明します。

総務企画委員会説明資料の１１ページを御覧

ください。行政手続電子化推進事業３，６８４

万４千円です。

１概要ですが、本事業は、行政手続の電子化

を加速するため、視認性・操作性が高く、オン

ライン決済に対応可能で、申請フォーム構築が

容易な電子申請システムを導入するとともに、

あわせて、施設予約と決済がオンラインででき

る施設予約の専用システムを導入するものです。

２行政手続の電子化の取組状況ですが、県で

は、行財政改革推進計画に基づき、令和６年度

までに行政手続の１００％電子化に取り組んで

います。令和４年度以降は、年間１００件未満

の２，１００手続や金銭収納を伴う手続の電子

化に取り組む必要があります。件数も多いため、

来年度早々に作業に着手できるよう年度内に準

備する必要があることから、今回の補正予算で

新システムの導入に必要な予算をお願いするも

のです。

３現在の電子申請システムとの比較ですが、

新システムでは、利用者から要望の多かった書

類を添付する際の容量拡大などを行うことにし

ています。

最後に、５スケジュールですが、電子申請シ

ステムと施設予約システムのいずれも、年内に

公募を開始し、１月下旬から２月上旬頃に契約、

その後導入作業に着手する予定です。

資料１２ページを御覧ください。続いて、キ

ャッシュレス対応推進事業５７３万２千円です。

１概要ですが、本事業は、県民の利便性向上

と県の業務効率化のために、公金収納のキャッ

シュレス対応を推進するものです。

具体的には、２キャッシュレス実施計画（素

案）の概要ですが、県では、行財政改革推進計

画に基づき、公金収納におけるキャッシュレス
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化を推進しており、現時点の進め方について、

この実施計画（素案）にまとめています。

（１）目的ですが、行財政改革推進計画の最

終年度である令和６年度のキャッシュレス対応

完了を目指していきます。

（２）取組項目ですが、公金収納のキャッス

レス対応は、三つの取組を柱に進めていきます。

一つは、窓口公金収納のキャッシュレス対応

です。３年度は試行として、複数のキャッシュ

レス端末を導入し、その操作や事務フロー等に

ついて、機種ごとに整理します。４年度は、そ

の成果をもとに、振興局、土木事務所等のうち

それぞれ１か所で先行導入し、事務フロー等に

ついて機関ごとに整理します。５年度は、それ

を基に他の事務所等に横展開し、６年度から本

格運用していきます。本事業は、このうち３年

度の試行分として、東部保健所、産業科学技術

センター、歴史博物館の３か所にキャッシュレ

ス端末を導入するものです。

二つは、電子申請に伴うオンライン決済です。

さきほど申しました電子申請システムの導入に

より、今後行政手続の電子化にあわせて順次オ

ンライン決済に対応していきます。

三つは、納入通知書におけるキャッシュレス

対応です。現在、財務会計システムの改修に向

けた設計を進めており、６年度の更新時に納入

通知書にバーコード印刷できる機能を追加し、

専用サイトへアクセスしてオンライン決済に対

応できるようにします。

なお、本実施計画は、４年度以降の実施内容

等をさらに検討した上で、年度内に成案として

まとめ、改めて報告させていただきます。

４スケジュールですが、年内に公募を開始し、

３月上旬からの運用開始を予定しています。

樋口県有財産経営室長 続いて、総務企画委員

会資料の１３ページをお開きください。繰越し

の早期設定をお願いするものです。

表の中段、８土木費１土木管理費の県有建築

物保全事業費４，１７９万３千円は、新型コロ

ナウイルスの影響による世界的な半導体供給量

の不足により、工事部品の納入が遅れているこ

とから、十分な工期を確保して部品の確保に努

めるものです。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

堤委員 行政手続の電子化、キャッシュレスの

関係で、これはいろいろシステムを作っていく、

構築中とあったんだけれども、そのシステムを

作るのはどこが作るんですか。つまりその企業。

小石電子自治体推進室長 企業が持っているパ

ッケージを導入する予定です。

堤委員 どこですか。

小石電子自治体推進室長 業者はまだ決まって

いません。これから公募の手続をして、審査し

た上で業者を決めることになります。

堤委員 それはキャッシュレスも一緒。

小石電子自治体推進室長 キャッシュレスも同

じです。

堤委員 なかなか、かみ合わんな。

それで、企業が構築するんだけれども、通信

情報機器とかシステムを構築する企業は実際に

県内では結構多いんですか。それとも、こうい

う構築をする場合には県外のＩＴ関係の企業と

か、ＮＴＴとか、そういうところがやっぱり多

く受け入れるようになるんですかね、その辺は。

小石電子自治体推進室長 県内にはなかなかそ

のパッケージを持っている企業がいないようで

す。審査の過程でどうなるか分かりませんけれ

ども、そういった状況です。

堤委員 多分これは県がするものだから、ＷＴ

Ｏの関係には引っかからないと思うんだけれど

も――かかるのかな、それが一つ。ついでに、

自治体クラウドで標準化の関係かな、ああいう

ものについての開発とか、国がするとは思うん

だけれども、そういう契約との関わり合いは県

は関与するんですかね、その辺は。

小石電子自治体推進室長 まず、後段の部分か

らですけれども、国が進めているガバメントク

ラウドについては、国が準備、契約するという

ことで、県はタッチしません。

堤委員 ＷＴＯは。

小石電子自治体推進室長 ＷＴＯについては、

電子申請システムが金額上それに引っかかるの
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で、それにのっとった手続をしていくことにな

ります。

堤委員 それで、ちょっと私が今一番危惧して

いるのは、日米がデジタル協定を結んだでしょ

う。それと、ＲＣＥＰも来年１月か、発効する

でしょう。その中で、ちょっと調べてみたら、

結局、サーバーについて、日本が構築するガバ

メントクラウドであったとしても、相手が仮に

アメリカ系企業とか中国系企業であれば、その

サーバーを日本国内に設置しなさいということ

はできなくなってしまう。つまり、国がする場

合は、サーバーそのものがアメリカとか中国と

かに設置される可能性があるわけですよね。そ

うなったときに、アメリカや中国もそうなんだ

けれども、結局、自国の企業は、得た情報は全

部国に出さにゃいかんという法律になっている

わけね、その国々では。そうなったときに、県

の関係だから、県民がいろいろ情報を標準化で

活用した場合、そういうサーバーに行っちゃう

と。それがそのままアメリカ政府とか中国政府

に流れる危険性があるんです。だから、その辺

の危惧は、県として国に対して出しているのか

がちょっと気になるんだけれども、その辺はど

うですか。

小石電子自治体推進室長 ガバメントクラウド

については、国内に設置すると聞いているので、

そういった危惧はないのかなと思っています。

堤委員 国内に持ってきた、それは強制できな

いよね。結局、相手の企業が、ＧＡＦＡＭとか

中国系とかいろいろな企業があるでしょう。そ

ういう関連している企業が取った場合は、日本

政府が日本国内にサーバーを置いてちょうだい

と、それは強制できないわけだから。つまり協

定違反になっちゃうから。そういったときに、

外国に持ち出されてしまう可能性があるという

こと。そこを県としてもちゃんと監視の目を光

らせとかんと、何でんかんでん国がやるからそ

のとおりやればいいんだというんではなくて、

そういう監視の目を持っていただきたいという

のが言っている意味なんです。その辺はどうで

すか。

小石電子自治体推進室長 十分注視していきた

いと思います。

堤委員 よろしく。

井上委員 新型コロナ感染において、今回、月

に９千円処置するという話があるんですよね。

いろいろ聞くと、焼け石に水のようなことを言

うんですよ、施設に行っている人にそういう話

をちょっと聞きました。

そこで、例えば、基準として、月収が大分県

の場合は平均このくらいだと。それに９千円加

えるとこうなるという、何か具体的にというか、

そういった数字で表すことができれば、教えて

もらいたい。

例えば、福岡の場合は結構高いという話を聞

くんですよね。ですから、福岡県と大分県の賃

金的な格差というのは、その中で、どのような

状況なのかなと、やっぱりそういうのがあるん

ですね。その辺どうですか、言えますか。

髙木財政課長 すみません、そちらの資料につ

いては福祉保健部の方で持っていると思います。

こちらの方では……

井上委員 国庫補助金があるけん、ごめん。

髙木財政課長 持っていないので、必要であれ

ばそちらの方から用意します。

井上委員 ごめんなさい。僕が間違ったね。後

でまた教えてください。

清田副委員長 県有建築物保全事業費４，１７

９万３千円について、半導体不足による建築資

材等の入荷が遅れるので、工期を延ばすのに要

する経費という理解でよろしいですか。

樋口県有財産経営室長 この予算分は今から発

注する分なので、その分を見越して、工期延期

というか、工期を長く取って十分確保しようと

いうものです。

清田副委員長 ちなみに、その対象工事は何件

ぐらいありますか。

樋口県有財産経営室長 今のところ２件で、半

導体を使う電子機器の工事が主になっています。

清田副委員長 ありがとうございます。

浦野委員 補正の１５番の行政手続電子化推進

事業で、１１ページに説明資料がありますけれ

ども、新しいシステムに変えていくということ

ですよね。
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今の電子申請ができるシステムは、いわゆる

電子証明書が必要な手続と、逆に、例えば、最

近のコロナ関連のシステムは電子証明書なしで

も申請できるものが結構あるんですけど、これ

は利用する側からすると、電子証明書を取るの

は結構面倒な手続かなと思うんですが、電子証

明書の扱いとかについては今のところ何か考え

はあるでしょうか。

小石電子自治体推進室長 どんな手続かにもよ

るんですけれども、厳格な本人確認を求めるも

のであれば電子証明が必要になりますし、そこ

まで本人確認が必要でないということであれば、

電子申請システムに登録した上でＩＤを発行し

てもらって申請することになろうかと思います。

森委員長 そのほか、ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これで質疑を終わります。

それでは、本案のうち本委員会部分について、

さきほど審査した企画振興部関係を含め、一括

して採決します。

本案のうち本委員会部分については、原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、本案のうち本委

員会関係部分については、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。

次に、第１１７号議案大分県公債管理特別会

計補正予算（第１号）について、執行部の説明

を求めます。

髙木財政課長 第１１７号議案令和３年度大分

県公債管理特別会計補正予算（第１号）につい

て説明します。

お手元の総務企画委員会資料の１４ページを

お開きください。

今回の補正予算は、１補正概要（１）歳入及

び（２）歳出の補正予算案にあるとおり、３億

４，３００万円の減額で、既決予算額からこれ

を減じた累計は、計の欄にあるとおり、１，３

３８億７８５万２千円となります。

２補正の内容ですが、令和２年度に発行を予

定していた猶予特例債について、令和２年度の

県税収入が見込みを上回ったことを受け、発行

を抑制したことから、その償還を行う公債費の

予算について減額補正を行うものです。

猶予特例債については、新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う事業者の収入減に対して、

地方税の徴収を猶予した際に生じる一時的な減

収に対応するため令和２年度に創設された償還

が１年間の地方債です。

猶予特例債は交付税措置がなく、令和２年度

税収が想定よりも増額したことから、令和２年

度最終専決予算で発行を抑制しました。

今回は公共事業の補正予算において県債の発

行が行われることから、それにあわせて確実に

不用となる猶予特例債の償還予算について、減

額補正を行うものです。

なお、一般会計補正予算についても、猶予特

例債の償還に必要となる公債管理特別会計への

繰出金の減額をしています。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

堤委員 猶予特例債の関係ですね。コロナの関

係で猶予措置をした場合、来年も当然同じよう

な状況、申告がね。今年１年間になるわけだか

ら、来年度予算の場合でもこういうものは計上

するということなんですか。

髙木財政課長 猶予特例債は昨年度特別に措置

されたものですが、本年度は猶予特例債は措置

されていないので、その発行を予定していませ

ん。

堤委員 その理由は何ですか。

髙木財政課長 新型コロナウイルスが令和２年

度に急激に広がって、事業者の収益が非常に急

激に落ち込んだということがあって、それを緩

和するために昨年度猶予を持ちました。これに

ついては、県側も先が見通せないというところ

があったので、猶予額が大きくなればなるほど

県の税収が落ちてしまうと。取りあえず猶予な

ので、それを補 するために、昨年用意したの

は今年１年間だけなので、今年入ってきますと。

そのときに償還できる猶予特例債を昨年度措置
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したという状況です。

今年については、ある程度税収が下がるんじ

ゃないかという見込みを立て、それで交付税措

置等もしっかりされているので、今回はそうい

う状況になっています。

堤委員 分かりました。いいです。

森委員長 そのほか、ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これより採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、本案は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１０６号議案大分県使用料及び手数

料条例の一部改正についてですが、本案につい

ては、関係する農林水産委員会、土木建築委員

会及び文教警察委員会に合い議をしていること

を申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

髙木財政課長 第１０６号議案大分県使用料及

び手数料条例の一部改正についてです。

総務企画委員会資料の１５ページをお開きく

ださい。

今回の改正は、キャッシュレス決済への対応

に伴う徴収方法、銃砲刀剣類関係事務手数料、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係事

務手数料の３件です。

まず、１のキャッシュレス決済への対応に伴

う徴収方法の改定です。県では令和元年度に策

定した行財政改革推進計画を踏まえ、令和６年

度までに全窓口での公金収納のキャッシュレス

対応を目指しています。

これに伴い、使用料及び手数料について、条

例第４条において定められている徴収方法を、

クレジットカード、電子マネーあるいはＱＲコ

ード決済などに対応できるよう条例改正を行う

ものです。

施行日ですが、令和４年１月４日を予定して

います。

次に、２の銃砲刀剣類関係事務です。近年、

クロスボウを使用した凶悪事件が相次いで発生

したことを受け、銃砲や刀剣類に加えクロスボ

ウについても規制をする必要が生じたことから、

銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、クロスボ

ウの所持が許可制になりました。

これを受け、（１）のとおりクロスボウ所持

許可等に係る手数料を国の標準令と同額に設定

します。

また、（２）猟銃又は空気銃関係手続に係る

手数料についても、標準令において、クロスボ

ウ所持許可等に係る手数料と同額とされている

ことから、標準令と同額とする改正を行います。

これまで本県では、有害鳥獣駆除要員確保の観

点から、標準令よりも低く手数料を設定してい

ましたが、今回の改正により、単価の整合を図

る必要があることから、増額改定します。

ただし、有害鳥獣による農業被害の拡大防止

に引き続き取り組むため、有害鳥獣駆除等の所

持目的に限り、所持許可申請手数料等を３年間、

従前の額とする経過措置を設けます。

こちらは令和４年３月１５日が施行日です。

次の１６ページを御覧ください。三つ目は長

期優良住宅の普及の促進に関する法律関係事務

です。

耐震性、省エネルギー性能等が十分に確保さ

れた長期優良住宅の普及促進を目的とした長期

優良住宅認定制度について、その認定を促進す

る観点から、法律の一部改正が行われたことを

受け、使手料条例の一部改正を行います。

まずは、長期優良住宅認定申請の際の添付書

類について、法律で確認書と規定されたことに

伴い、資料（１）の改正例のとおり、これまで

適合証としていた箇所を確認書に改正します。

次に、（２）のとおり、分譲マンションの長

期優良住宅認定にあたっては、これまで１戸ご

とに認定申請を行う必要がありましたが、法改

正により、住棟単位での申請となることに伴い、

算定方法を規定するものです。

また、（３）のとおり、共同住宅における長

期優良住宅の普及促進のため、建築物の容積率

を建築基準法の規定よりも緩和する制度が創設

されたことに伴い、この容積率緩和の特例許可
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申請に係る審査手数料を新設するものです。金

額は従前から設定されている建築基準法による

特例許可申請に係る審査手数料と同額としてい

ます。

これらの施行日は令和４年２月２０日です。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 別に御質疑もないようですので、こ

れより採決します。

なお、本案について、農林水産委員会、土木

建築委員会及び文教警察委員会の回答は、原案

のとおり可決すべきとのことです。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、本案は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１０７号議案当せん金付証票の発売

について、執行部の説明を求めます。

髙木財政課長 総務企画委員会資料の１７ペー

ジを御覧ください。

第１０７号議案当せん金付証票の発売につい

て、いわゆる宝くじの発売です。

宝くじについては、当せん金付証票法により、

都道府県及び指定都市が公共事業等の費用に充

てるための資金を調達する場合に、その発売が

認められています。地方公共団体ごとの売上額

の約４割がその団体の収入となり、本県の宝く

じ収入は令和２年度で約２８億円となっていま

す。

今回の議案は、令和４年度に本県が他の地方

公共団体と共同して宝くじを発売するにあたっ

て、総務大臣への発売許可申請の際に必要とな

る宝くじの発売限度額について、議会の議決を

お願いするものです。

令和４年度の発売限度額については、全国の

発売計画額及び直近の売上実績等を勘案して見

積もり、令和３年度より５億円多い１１３億円

としました。

主な増減理由は、令和４年３月から新たに無

抽せん型インターネット専用くじが発売開始と

なること等に伴う全国発売計画額の増額と、ナ

ンバーズなど数字選択式くじの本県での販売実

績を考慮したことによる増額です。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 別に御質疑もないようですので、こ

れより採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、本案は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１０８号議案大分県の事務処理の特

例に関する条例の一部改正についてですが、本

案については、関係する福祉保健生活環境委員

会及び農林水産委員会に合い議をしていること

を申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

井下市町村振興課長 大分県の事務処理の特例

に関する条例の一部改正について御説明します。

総務企画委員会資料の１８ページを御覧くだ

さい。

本条例は、地方自治法の規定に基づき、県の

権限に属する事務のうち、市町村が処理する事

務の範囲等を定めた条例です。

このうち、今回は、別表第１の各市町村に移

譲する事務及び別表第２の大分市に移譲する事

務について、対象市町村及び移譲事務の追加を

行うものです。

まず、１の権限移譲先市町村の追加ですが、

農地法に基づく県の事務の一部について、市町

村との協議が整ったことにより、別表第１の移

譲先市町村へ由布市を追加するものです。農地

法については、これまでに１２市町村へ移譲済

みとなっています。

移譲する事務は、農地法第４条及び第５条に

基づく農地の転用許可並びに許可内容と実際の

利用状況に相違がある場合に、現地調査や処分

を行う事務となります。
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続いて、２の規則改正に伴う移譲事務の追加

ですが、今回、麻薬及び向精神薬取締法施行規

則の改正に伴い、麻薬取扱者及び向精神薬営業

者が法人又は団体である場合において、その業

務を行う役員に変更があったときは、所轄の保

健所へ変更届出書を提出することが義務付けら

れました。

この改正を受け、役員の変更届出書を受理す

る事務を委譲することについて、協議が整った

ので、県から大分市へ移譲する事務として別表

第２に追加するものです。

最後に、３の施行期日ですが、市町村への事

務の円滑な移譲及び改正法令の施行日を踏まえ、

どちらも令和４年４月１日としています。

森委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

井上委員 直接関係あるかちょっと分かりませ

んけど、農用地に太陽光発電の装置を置いて、

太陽光発電の装置を高くして、下に農作物を植

えるんですよ。それは農作として、収穫する。

そういうような転用はできるの。転用というか、

容易にできるんですか。これで言えばどういう

立場になるのかな。許可をもらわなきゃいけな

いの、どうなんですか。意味分かりますか。

井下市町村振興課長 すみません、手持ちの資

料の中にないので、確認の上、御報告させてい

ただきます。

井上委員 すみません。そういうのが出てきて

ね。

堤委員 これは１３市町村になるんだけれども、

あと、佐伯市とか杵築市かな、今見たら。それ

は今協議しているのかね。どういう状況ですか。

いや、せんよとか、いつまでにしますよとか、

そういう経過は今どうなっているんですか。

井下市町村振興課長 毎年、既に移譲を行って

いる市町村の状況について、まだ移譲が行われ

ていない市町村に対して情報提供を行っていき

ます。その上で、話合いをさせていただいてい

ます。

堤委員 それは話合いはしていると思うんだけ

れども、相手の反応なんです。もうしないよと

か、そういうのはないですか。ちょっと時期が

早いからもうちょっと待とうかとか、相手の反

応はどうなんですか。

井下市町村振興課長 それぞれ市町村によって

も、職員の状況だとか、件数だとか、そういっ

たところがあるので、個別の事情にはなるんで

すけれども、全く話合いに応じないところはあ

りません。それぞれの事情に応じて、いつぐら

いからすべきなのかを御検討いただいている状

況です。

森委員長 そのほか、ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これより採決します。

なお、本案について、福祉保健生活環境委員

会及び農林水産委員会の回答は、原案のとおり

可決すべきとのことです。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、本案は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 私から１点だけ。説明会のときにも

お尋ねしたんですけれども、国土強靱化５か年

加速化対策関連事業が５か年の間で１５兆円と

いう規模で行われるということで今進められて

います。５か年で１５兆円で、それが例えば前

倒しになり過ぎて、５か年目が少なくなるとか、

足りなくなるとか、計画どおりにいかなくなる

とか、そういったものを危惧されている現場の

声も聞くんですけれども、そのあたり、国への

働きかけを含めて、状況がどうなのかをお知ら

せください。

髙木財政課長 国の５か年対策事業で、５か年

で１５兆円が昨年示されました。昨年も補正予

算で国で措置されたんですが、その際の事業費

は一応４．２兆円と聞いています。やはり１５

兆円、５年で割ると３兆円ずつなんですが、少

し前倒ししたのかなと思っています。それにあ
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わせて、今年度の補正については、全体の大体

８割から９割ほどに国の予算もなっているので、

少し縮小はされていますが、５か年でしっかり

やるところを早めにやるということで、少し前

がかりになっている可能性はありますが、順次

５か年、しっかりとある程度の事業費で進んで

いくんではないかと思っています。

和田総務部長 ちょっと補足すると、初年度が

少し前倒しになっていて、おおむね残りを４分

の１にしたぐらいの金額が今回積まれたと私は

聞いています。ただ、１５兆円そのものがどう

かについては、そもそも１５兆円に決まるとき

もいろんな政治的な判断もあって決まっている

ので、その点については引き続きいろんなチャ

ンネルを通じて国に要望していくということは

当然あり得るんだろうなと思っています。

森委員長 その５か年後というものの働きかけ

についてはいかがですか。

和田総務部長 まだ５か年が終わっていないの

で、正直、知事会レベルでも５か年が終わった

後のことまでまだ議論は出ていないんですけど、

まずは５か年分の予算をしっかり１５兆円確保

する、場合によっては当初予算で確保したり、

金額についてもいろんな議論は当然あり得るの

かなと思います。まず、それをやった上で、多

分、５か年が終わる頃になってきたら、また知

事会、市町村長会等も通じてそういった議論が

さらに巻き起こっていくのかなと考えています。

森委員長 地方にとっては貴重な事業なので、

ぜひ引き続きの働きかけ、私どもも頑張ってい

きたいと思います。

そのほか、よろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 それでは、ほかにないようですので、

これをもって総務部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

委員の皆さまは、この後、協議を行いますの

で、そのままお待ちください。

〔総務部退室〕

森委員長 これより、内部協議を行います。

まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中、継続調査を行いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 御異議がないので、所定の手続を取

ることとします。

次に、来週の調査についてです。事務局から

説明をお願いします。

〔事務局説明、協議〕

森委員長 それでは、皆さんよろしくお願いし

ます。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森委員長 私から２点ほど提案です。

総務企画委員会も今年も残り僅かで、来年も

３か月で終了です。活動の中で、今年もコロナ

の関係でできなかったこともたくさんあります。

一つ目の提案が、今回、臼杵市がユネスコ創

造都市ネットワークに加盟が認定されたという

こともあって、そちらの調査を年明けにしたら

どうかというのが１点。

もう１点が、県外調査も難しいということで、

各県外事務所の取組をリモートで聴取するのは

いかがでしょうか。なかなか、事務所の方もあ

ちこち動けなくて大変だということも伺ってい

ます。ぜひ状況を確認したいと思っています。

皆さん、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森委員長 それでは、そのように準備したいと

思います。

あと、参考人招致をまだ１回もしていないん

ですけれども、皆さんから何かアイデアがあっ

たら、事務局までお願いします。

これをもって本日の委員会を終わります。お

疲れさまでした。


